
平
安
時
代
の
「
倭
絵
」

│
│
そ
の
成
立
と
展
開
│
│

小

林

学

は

じ

め

に

平
安
時
代
の
倭
絵
に
つ
い
て
は
、
半
世
紀
以
上
前
に
、
秋
山
光
和
氏
が
、
平
安
時
代
の
唐
絵
と
倭
絵
の
違
い
は
、
そ
れ
が
中
国
の
題
材

を
扱
っ
た
も
の
か
、
日
本
の
題
材
を
扱
っ
た
も
の
か
と
い
う
点
に
の
み
存
し
、
両
者
は
表
現
様
式
や
技
法
の
上
で
は
殆
ど
変
わ
ら
な
い
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
発
表
さ
れ
盧
、
以
後
こ
の
見
解
は
、
千
野
香
織
、
佐
野
み
ど
り
、
池
田
忍
氏
等
に
踏
襲
さ
れ
盪
、
現
在
で
も

通
説
と
い
え
る
。

し
か
し
、
秋
山
氏
は
、
九
世
紀
末
の
遣
唐
使
廃
止
に
よ
り
、
我
が
国
は
い
わ
ば
鎖
国
状
態
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
我
が
国
で
は
所
謂
国

風
文
化
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
戦
前
の
歴
史
認
識
に
依
拠
し
て
、
右
の
新
見
解
を
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
、
平
安
時
代
の
対
外

関
係
史
の
研
究
は
飛
躍
的
に
進
展
し
、
現
時
点
で
は
戦
前
の
歴
史
認
識
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
る
九
世
紀
末
頃
か
ら
、
中
国
海
商
が
我
が
国
（
主
と
し
て
太
宰
府
）
に
頻
繁
に
来
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
当

時
の
朝
廷
も
唐
物
取
得
と
い
う
経
済
的
目
的
か
ら
、
政
府
管
理
下
で
の
民
間
交
易
は
制
度
と
し
て
容
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
は
先
買

権
を
行
使
し
て
優
先
的
に
唐
物
を
取
得
し
た
の
み
な
ら
ず
、
院
宮
王
臣
家
や
現
地
の
富
豪
層
が
先
を
争
っ
て
唐
物
の
獲
得
競
争
に
参
加
す

二
一
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る
事
態
が
生
じ
た
。
九
世
紀
中
頃
か
ら
十
二
世
紀
末
に
か
け
、
太
宰
府
鴻
臚
館
や
博
多
唐
坊
に
来
航
し
た
唐
・
呉
越
・
宋
海
商
の
回
数
は

一
五
〇
回
を
超
え
、
そ
の
間
、
我
が
国
に
は
、
遣
唐
使
の
廃
止
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
大
量
の
唐
物
が
流
入
す
る
こ
と
に
な

る
蘯
。

右
の
唐
物
の
大
量
流
入
に
よ
り
、
一
〇
世
紀
に
入
る
と
わ
が
国
で
は
中
国
文
化
の
影
響
が
拡
大
・
浸
透
す
る
一
方
で
、
日
本
は
中
国
と

は
異
な
る
と
い
う
自
意
識
（
本
朝
意
識
）
も
生
れ
、
日
本
人
の
価
値
観
に
基
づ
く
中
国
文
化
の
組
換
え
が
行
わ
れ
、
和
の
文
化
が
形
成
さ

れ
る
に
至
っ
た
と
解
す
る
の
が
、
現
時
の
日
本
史
や
国
文
学
の
一
般
的
見
解
と
い
え
る
。

今
回
、
平
安
時
代
の
世
俗
画
の
体
系
化
の
一
環
と
し
て
、
ま
ず
秋
山
説
を
踏
襲
す
る
有
力
説
と
し
て
千
野
香
織
氏
の
論
攷
を
採
り
あ

げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
後
、
現
時
の
対
外
関
係
史
の
研
究
成
果
に
依
拠
し
つ
つ
、
平
安
時
代
の
倭
絵
が
い
つ
頃
成
立

し
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
、
当
時
の
史
料
を
再
度
検
討
し
、
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み

た
。

第
一
章

千
野
説
の
検
討
盻

千
野
氏
は
、
唐
の
衰
退
と
滅
亡
に
よ
り
、
わ
が
国
は
政
治
・
文
化
の
中
心
を
失
う
と
い
う
深
刻
な
事
態
に
陥
っ
た
結
果
、「
唐
で
な
い

自
己
」
の
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

き

び

さ
く
ほ
う

し
か
し
、
我
が
国
は
、
唐
か
ら
羈
縻
統
治
や
冊
封
と
い
っ
た
帝
国
支
配
を
一
切
受
け
ず
、
統
治
権
は
朝
廷
に
専
属
し
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、
当
時
の
我
が
国
の
政
治
の
中
心
は
唐
と
は
言
え
な
い
。
又
、
中
国
文
化
の
吸
収
は
、
遣
唐
使
廃
止
以
前
も
、
中
国
か
ら
招
来
さ
れ

た
文
物
に
よ
り
な
さ
れ
、
唐
の
滅
亡
後
は
、
唐
物
の
大
量
流
入
に
よ
り
、
我
が
国
で
は
中
国
文
化
の
影
響
が
拡
大
・
浸
透
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
我
が
国
は
文
化
の
中
心
を
失
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」
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A a              b

B

千
野
氏
は
、
従
来
の
遣
唐
使
の
廃
止
と
い
う
言
葉
を
、
唐
の
衰
退
と
滅
亡
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
結
論
は
秋
山
氏
の
見
解

と
異
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
唐
の
滅
亡
に
よ
り
我
が
国
は
政
治
・
文
化
の
中
心
を
失
っ
た
と
い
う
氏
の
歴
史
認
識
は
、
右
に
指
摘

し
た
よ
う
に
鎖
国
論
以
上
に
問
題
を
孕
む
。

次
に
、
氏
は
、
平
安
時
代
以
後
、
日
本
の
男
性
は
海
の
向
こ
う
に
本
当
の
「
唐
」
が
あ
り
、
自
分
は
偽
物
で
あ
る
と
い
う
脅
迫
観
念
を

抱
き
続
け
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
唐
滅
亡
後
も
「
唐
絵
」「
唐
物
」
の
言
葉
が
使
わ
れ
続
け
た
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』『
日
本
紀
略
』『
扶
桑
略
記
』
等
に
は
、「
呉
越
商
人
」「
宋
人
」「
宋
商
」「
大
宋
国
人
」

「
大
宋
国
商
客
」「
大
宋
商
客
」「
大
宋
国
」
と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
、
来
航
し
た
商
人
が
如
何
な
る
国
に
属
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
我
が

国
の
外
交
・
国
防
上
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
彼
等
の
所
属
国
名
が
正
確
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
眈
。
そ
れ
故
、
王
朝
貴
族

た
ち
は
、
唐
の
滅
亡
後
も
、
唐
に
対
し
て
強
迫
観
念
を
持
ち
続
け
、
唐
と
称
し
続
け
た
と
い
う
の
は
、
当
時
の
歴
史
状
況
と
乖
離
す
る
見

解
と
い
え
る
。

更
に
、
千
野
氏
は
、
前
述
し
た
歴
史
認
識
と
王
朝
貴
族
の
「
脅
迫
観
念
」
を
根
拠
と
し
て
、「
二
重

の
二
重
構
造
」
論
と
い
う
文
化
構
造
を
主
張
さ
れ
る
（
下
図
参
照
）。
そ
こ
で
は
、
平
安
時
代
の
文
化

は
、「
唐
」（
図
の
ａ
）
と
「
和
」（
図
の
ｂ
）
の
二
重
構
造
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
唐
」
は
、
海

の
向
こ
う
に
存
在
し
て
い
た
唐
帝
国
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
和
の
中
の

『
唐
』」
で
あ
り
、「
和
の
中
の
『
和
』」
と
並
び
立
ち
、
こ
の
両
方
を
併
せ
て
初
め
て
日
本
文
化
が
完
結

す
る
。
右
の
二
重
構
造
の
外
側
に
、
本
当
の
「
唐
」（
図
の
Ａ
）
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
日
本
の
外

の
「
唐
」
と
は
、
以
後
の
日
本
の
男
た
ち
に
、
海
の
向
こ
う
に
は
本
当
の
「
唐
」
が
あ
り
、
自
分
は
偽

物
で
あ
る
と
い
う
脅
迫
観
念
を
抱
か
し
続
け
た
幻
影
と
し
て
の
「
唐
」、
或
い
は
「
偉
大
な
る
外
国
」

で
あ
っ
た
、
と
言
わ
れ
る
。

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」
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し
か
し
、
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
王
朝
貴
族
達
が
、
右
の
よ
う
な
「
脅
迫
観
念
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
は
存
在
せ

ず
、
氏
の
思
惑
と
は
裏
腹
に
、
彼
ら
は
冷
静
に
中
国
と
の
対
外
関
係
を
処
理
し
て
い
た
こ
と
が
、
前
の
諸
史
料
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
氏
の
図
の
Ａ
の
部
分
は
、
抑
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
当
時
の
文
化
構
造
は
、
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
二
重
の
二
重
構
造

で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
Ａ
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
結
果
、
楕
円
の
外
側
に
あ
る
Ｂ
と
い
う
文
字
が
位
置
す
る
領
域
も
、
実
体
の
な
い
も
の
と
し
て
不
要

と
な
る
。
と
な
る
と
、
日
本
文
化＝

「
和
」＝

Ｂ
（
氏
の
図
で
言
う
楕
円
）
は
、
和
の
中
の
「
唐
」
と
和
の
中
の
「
和
」
か
ら
な
る
こ
と
に

な
り
、
楕
円
Ｂ
の
中
に
ａ
と
ｂ
が
あ
る
と
い
う
単
純
な
構
造
と
な
る
。

更
に
、
氏
は
、
ａ
と
ｂ
と
の
間
に
境
界
は
な
い
と
さ
れ
る
。
ａ
に
含
ま
れ
る
の
が
、
例
え
ば
わ
が
国
の
絵
所
で
制
作
さ
れ
た
和
様
化
し

た
唐
絵
と
い
う
よ
う
な
「
和
の
中
の
『
唐
』」
と
い
え
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
都

合
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
氏
は
「
和
の
中
の
『
唐
』」（＝

ａ
）
と
い
う
受
け
入
れ
場
所
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
日

本
は
新
来
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
圧
倒
的
に
高
度
な
外
国
の
美
術
を
、
好
き
な
だ
け
摂
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
、
本

来
ａ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
前
に
挙
げ
た
和
製
唐
絵
と
い
っ
た
類
で
は
な
く
、
輸
入
唐
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
は
、
ど
れ
ほ
ど
貪
欲
に

外
国
の
美
術
を
摂
取
し
て
も
、「
和
の
中
の
『
和
』」
が
あ
る
の
で
、
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
少
し
も
傷
つ
か
な
い
と
も
言
わ
れ

る
。
し
か
し
、
ａ
と
ｂ
は
別
領
域
、
或
い
は
ａ
と
ｂ
の
間
に
は
境
界
が
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
そ
の
よ
う
に
も
言
え
よ
う
が
、
ａ
と
ｂ
と

の
間
に
境
界
が
無
く
連
続
し
て
い
る
と
い
う
氏
の
立
場
か
ら
は
、
い
く
ら
貪
欲
に
舶
載
唐
物
を
受
容
し
て
も
、
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
は
少
し
も
傷
つ
か
な
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
迄
の
検
討
に
よ
り
、
氏
の
「
二
重
の
二
重
構
造
」
論
は
、
一
見
複
雑
で
高
度
な
理
論
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
其
の
実
は
氏
独
特
の

歴
史
認
識
に
依
拠
し
、
又
構
造
論
自
体
も
多
く
の
問
題
点
を
孕
む
と
言
え
る
。

加
え
て
千
野
氏
は
、
右
の
「
二
重
の
二
重
構
造
」
論
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
あ
て
は
め
新
し
い
美
術
史
を
唱
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
氏

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」
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は
〈
男
性
性
〉〈
女
性
性
〉
の
意
味
内
容
を
予
め
提
示
さ
れ
、
中
国
文
化
や
西
洋
文
化
は
〈
男
性
性
〉
に
、
日
本
文
化
の
支
配
的
傾
向
は

〈
女
性
性
〉
で
、〈
男
性
性
〉
の
傾
向
を
帯
び
た
時
期
に
中
国
や
西
洋
と
同
様
、
日
本
も
他
国
を
侵
略
し
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

抑
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
、
現
実
の
男
性
社
会
の
中
で
、
公
権
力
や
社
会
的
権
力
に
よ
り
、
多
種
多
様
で
巧
妙
な
方
法
で
な
さ
れ
る
女
性

集
団
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
を
、
是
正
す
る
よ
う
社
会
や
公
権
力
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
な
男
女
平
等
社
会
を
実
現

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。〈
男
性
性
〉〈
女
性
性
〉
の
意
味
内
容
を
予
め
提
示
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
物
事
を
区
別
し
て
行
く
よ
う
な

学
問
で
は
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
美
術
史
に
転
用
す
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
精
神
を
生
か
す
よ
う
な
転
用
で
な

け
れ
ば
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
美
術
」
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章

倭
絵
の
成
立

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
転
用
し
て
倭
絵
を
論
じ
て
も
、
倭
絵
の
体
系
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
倭
絵
の
体
系
は
、
何
時
頃
い
か
な

る
表
現
や
技
法
を
備
え
た
絵
画
と
し
て
成
立
し
、
以
後
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
、
十
世
紀
や
十
一
世
紀
前
半
に
制
作
さ
れ
た
倭
絵
の
遺
品
が
現
存
し
な
い
以
上
、
倭
絵
（
和
絵
）
と
い
う
用
語
、
或

い
は
倭
絵
の
範
疇
に
属
す
る
概
念
と
さ
れ
て
き
た
作
絵
や
女
絵
と
い
う
用
語
が
、
当
時
の
史
料
で
は
、
何
時
頃
か
ら
、
又
如
何
な
る
内
実

を
有
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
読
み
解
い
て
行
く
し
か
な
い
。
そ
の
際
、
個
別
の
史
料
解
釈
だ
け
で
は
倭
絵
の
体
系
の
把

握
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
複
数
の
史
料
を
有
機
的
に
解
釈
す
る
と
い
っ
た
手
法
も
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。

右
の
作
業
を
通
じ
て
、
平
安
中
期
（
十
世
紀
〜
十
一
世
紀
中
頃
）
に
お
け
る
倭
絵
の
体
系
が
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
体
系
の
構
築
無
く
し
て
真
の
倭
絵
の
理
解
は
あ
り
得
な
い
。
秋
山
氏
の
倭
絵
体
系
論
が
、
そ
の
後
の
対
外
関
係
史
の
飛
躍
的
進
展
に

よ
り
、
現
時
点
で
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
現
状
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、
現
時
の
対
外
関
係
史
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
当
時
の

平
安
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絵
画
関
連
史
料
を
再
検
討
し
、
新
た
な
倭
絵
の
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
美
術
史
に
と
っ
て
も
急
務
で
あ
る
。
仮
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を

倭
絵
に
転
用
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
体
系
化
の
作
業
の
後
に
問
題
と
な
る
事
柄
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、「
倭
絵
」

と
い
う
用
語
の
検
討
に
先
立
っ
て
「
作
絵
」
と
「
女
絵
」
と
い
う
用
語
の
検
討
を
行
う
が
、
そ
れ
は
、
平
安
時
代
の
倭
絵
の
成
立
と
展
開

を
、
時
系
列
に
従
っ
て
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
が
、
倭
絵
の
体
系
の
構
築
に
資
す
る
か
ら
で
あ
る
眇
。

一

作
絵

１

成
立
時
期

作
絵
と
い
う
用
語
の
最
も
早
い
例
は
、『
源
氏
物
語
』﹇
須
磨
﹈
と
﹇
若
菜
上
﹈
に
見
ら
れ
る
。﹇
須
磨
﹈
で
は
、
朧
月
夜
と
の
一
件
で

須
磨
に
退
去
し
た
源
氏
が
、
消
閑
に
描
い
た
絵
を
、
供
人
が
観
て
、「
こ
の
頃
の
上
手
に
す
め
る
千
枝
・
常
則
な
ど
を
召
し
て
作
り
繪
仕

う
ま
つ
ら
せ
ば
や
」
と
、
須
磨
に
あ
る
故
、
千
枝
や
常
則
を
召
す
こ
と
も
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
を
語
る
箇
所
に
、
作
絵
と
い
う
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
﹇
若
菜
上
﹈
で
は
、
源
氏
の
四
十
の
賀
の
段
で
「
御
鬟
風
四
帖
に
う
ち
の
御
手
書
か
せ
給
へ
る
。
唐
綾
の
う
す
�

に
下
繪
の
さ
ま
な
ど
お
ろ
か
な
ら
ん
や
は
。
お
も
し
ろ
き
春
秋
の
作
繪
な
ど
よ
り
も
こ
の
御
鬟
風
の
墨
付
の
輝
く
さ
ま
は
目
も
お
よ
ば
ず

思
ひ
な
し
さ
へ
め
で
た
く
な
ん
あ
り
け
る
。」
と
、
下
絵
が
描
か
れ
て
い
る
う
す
�
の
唐
綾
に
、
冷
泉
帝
が
揮
毫
さ
れ
た
宸
筆
の
鬟
風

が
、
趣
の
あ
る
春
秋
の
作
絵
よ
り
も
い
っ
そ
う
す
ば
ら
し
い
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
が
「
延
喜
・
天
暦
の
聖
代
」
を
準
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
国
文
学
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
眄
。
こ
れ
に
従
う
と
、
作

絵
と
い
う
用
語
は
、
遅
く
と
も
十
世
紀
中
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
の
『
源
氏
物
語
』
の
須
磨
で
は
、
千
枝
や
常
則
は
作

絵
の
技
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
あ
る
。
千
枝
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
人
物
か
不
明
で
あ
る
が
、
常
則
に
つ
い
て
は
、〔
願
文
集
二
〕

に
「
天
暦
奉
為
母
后
穏
子
昭
宣
公
基
経
女

御
記
云

天
暦
八
年
…
十
二
月
十
九
日
、
己
未
、
此
日
自
書
写
金
字
妙
法
蓮
華
経
一
部
、
無

量
義
経
、
普
賢
観
経
、
阿
弥
陀
経
、
般
若
心
経
隔
一
巻
已
畢
、
勤
仕
其
事
者
、
賜
禄
有
差
、
…
右
衛
門
少
志
飛
鳥
部
常
則
等
各
給
絹
二

平
安
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疋
、
此
調
泥
装
�
及
奉
仕
表
紙
絵
之
者
也
」眩
と
あ
り
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
）、
村
上
天
皇
が
母
后
穏
子
を
弔
う
た
め
、
装
飾
経
を
制
作

し
た
際
、
飛
鳥
部
常
則
が
経
巻
の
紙
背
の
加
飾
及
び
表
紙
絵
を
描
い
て
い
る
。
常
則
は
当
時
右
衛
門
少
志
を
本
官
と
す
る
絵
師
で
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
絵
所
の
絵
師
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

又
、
橘
成
季
が
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
に
撰
し
た
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
に
は
、「
弘
高
は
、
金
岡
が
曾
孫
、
公
茂
が
孫
、
深
江

が
子
な
り
。
公
忠
公
茂
兄
よ
り
さ
き
は
、
か
き
た
る
繪
、
生
き
た
る
物
の
ご
と
し
。
公
茂
以
下
、
今
の
體
に
は
成
り
た
る
と
な
ん
。」
と
あ

り
、
絵
所
（
画
所
）
の
絵
師
（
画
師
）
の
系
譜
に
属
す
る
巨
勢
氏
に
於
い
て
、
十
世
紀
中
頃
に
活
躍
し
た
巨
勢
公
茂
の
時
に
、
そ
れ
以
前

の
「
か
き
た
る
繪
、
生
き
た
る
物
の
ご
と
し
」
と
い
う
写
実
的
な
表
現
が
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
に
変
化
し
た
と
、
王
朝
貴
族
達
に
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
絵
画
様
式
の
同
一
性
が
維
持
さ
れ
つ
つ
、
時
代
の
推
移
に
よ
り
、
個
々
の
絵
画
表
現
が
変
化
す
る
こ
と
は
珍

し
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
で
も
別
段
採
り
あ
げ
ら
れ
る
事
柄
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、『
古
今

著
聞
集
』
の
記
述
は
、
巨
勢
家
の
絵
画
が
、
十
世
紀
中
頃
の
公
茂
の
時
に
、
大
き
く
変
化
し
た
、
換
言
す
れ
ば
絵
画
様
式
が
本
質
的
に
変

更
さ
れ
、
そ
の
新
た
な
絵
画
様
式
が
、
十
一
世
紀
初
め
に
活
躍
す
る
名
手
巨
勢
弘
高
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
と
い
え

る
。『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
に
は
、「
常
則
を
ば
大
上
手
、
公
望
を
ば
小
上
手
と
ぞ
世
は
稱
し
け
る
。」
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
、
十
世

紀
中
頃
、
公
望
（
公
茂
）
で
は
な
く
常
則
が
名
手
と
し
て
の
評
判
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

右
の
『
古
今
著
聞
集
』
の
記
述
は
、
十
世
紀
中
頃
に
倭
絵
が
成
立
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
が
、
作
絵
が
倭
絵
の
範
疇
に
属
す
る
用
語

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
作
絵
は
十
世
紀
中
頃
に
、
飛
鳥
部
常
則
や
巨
勢
公
茂
と
い
っ
た
絵
所
の
絵
師
に
よ
り
考
案
さ
れ
た
蓋
然
性

が
高
い
と
言
え
よ
う
眤
。

２

意
義

く
だ
り

『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
の
行
か
ら
は
、「
作
繪
仕
う
ま
つ
ら
せ
」
る
と
は
、
光
源
氏
が
墨
で
描
い
た
下
絵
に
、
具
体
的
な
手
法
は
詳
ら

か
で
な
い
が
と
に
か
く
彩
色
さ
せ
る
こ
と
（
技
法
）
を
意
味
す
る
と
共
に
、
こ
の
作
絵
の
行
程
は
、
絵
所
の
絵
師
の
行
う
職
人
的
作
業
と

平
安
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の
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看
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
彩
色
で
は
そ
の
前
提
と
し
て
顔
料
の
調
達
や
配
合
が
必
要
に
な
り
、
ま
た
、
彩
色
作
業
は
汚
れ
を
伴
う

の
で
、
当
時
、
貴
族
が
自
ら
本
格
的
な
彩
色
作
業
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
光
源
氏
が
描
い
た
下

絵
は
、
鬟
風
の
よ
う
な
大
画
面
形
式
で
は
な
く
、
巻
子
な
い
し
冊
子
と
い
っ
た
小
画
面
形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、『
源
氏
物
語
』﹇
若
菜
上
﹈
の
行
で
は
、
光
源
氏
四
十
の
賀
の
室
礼
の
調
度
と
し
て
、「
お
も
し
ろ
き
春
秋
の
作
り
絵
」
が
配
さ

れ
て
い
る
よ
り
、
御
宸
筆
の
鬟
風
四
帖
が
配
さ
れ
て
い
る
方
が
、
遙
か
に
す
ば
ら
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
お

も
し
ろ
き
春
秋
の
作
り
絵
」
と
は
、
賀
の
室
礼
の
調
度
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
春
秋
の
作
り
絵
」
鬟
風
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
は
、
作
絵
の
語
が
彩
色
技
法
の
意
で
は
な
く
、
作
絵
と
呼
ば
れ
る
彩
色
技
法
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
絵
画
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

作
絵
を
彩
色
技
法
の
意
で
用
い
る
場
合
を
、
狭
義
の
作
絵
と
す
れ
ば
、
そ
の
技
法
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
絵
画
の
意
で
用
い
る
場
合
は
、

広
義
の
作
絵
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
広
義
の
作
絵
に
は
、
前
の
﹇
須
磨
﹈
や
﹇
若
菜
上
﹈
よ
り
、
巻
子
・
冊
子
等
の
小
画
面
の
絵
画
の
み
な
ら
ず
、
鬟
風
と
い
っ
た
大

画
面
の
絵
画
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
当
時
の
作
絵
で
は
、
春
と
秋
を
描
き
分
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

作
絵
と
は
着
色
画
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
ほ
う
が
、
冷
泉
帝
の
宸
筆
の
「
墨
付
の
輝
く
さ
ま
」
を
強
調
す
る
﹇
若
菜
上
﹈
の
記
述

に
も
適
合
す
る
。

（
彩
カ
）

更
に
、
藤
原
実
資
の
日
記
で
あ
る
『
小
右
記
』
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
八
月
八
日
の
条
に
「
左
兵
衛
志
良
親
給
紬
一
段
、
採
色
者
光

（
手
カ
）

富
ヵ

安
給
太
平
作
三
段
、
丹
調
童
布
一
段
」、
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
十
二
月
十
一
日
の
条
に
「
日
者
造
酒
佑
有
圖
畫
布
障
子
四
間
、
今
日

給
祿
、
大
褂
、
作
繪
者
疋
絹
、
丹
調
手
作
布
一
端
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
前
者
は
、
絵
師
良
親
、
光
安
ら
に
自
邸
の
念
誦
堂
東
廊
の
障

子
絵
を
描
か
せ
た
こ
と
に
対
し
、
後
者
は
絵
師
有
富
ら
に
自
邸
の
布
障
子
に
絵
を
描
か
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
実
資
が
そ
れ
ぞ
れ
禄
を
給

付
し
た
旨
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
十
一
世
紀
の
第
１
四
半
期
に
お
い
て
、
寝
殿
の
障
子
絵
は
、
主
任
絵
師
と
彩
色
或
い
は
作
絵

を
担
当
す
る
者
、
丹
調
者
の
計
三
名
で
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
問
題
は
彩
色
者
と
作
絵
者
は
同
義
な
の
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ

平
安
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に
つ
い
て
は
、
藤
原
明
衡
が
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
頃
に
著
し
た
『
新
猿
楽
記
』
の
絵
師
の
六
郎
冠
者
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。「
六

郎
冠
者
繪
師
長
者
也
。
墨
畫
綵
色
淡
作
繪
丹
調
、
山
水
野
水
屋
形
木
額
海
部
立
山
、
鬟
風
障
子
軟
障
扇
繪
等
上
手
也
」
と
あ
り
眞
、
六
郎

冠
者
は
「
繪
師
の
長
者
」
即
ち
絵
所
預
で
あ
り
、
且
つ
「
墨
畫
綵
色
淡
作
繪
丹
調
」
も
上
手
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

従
来
、「
墨
畫
」
と
は
、
主
任
絵
師
が
ま
ず
墨
で
下
絵
を
描
き
、
彩
色
さ
れ
た
後
、
更
に
墨
で
描
き
起
こ
し
て
完
成
さ
せ
る
作
業
を
い

う
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、「
墨
畫
」
の
通
常
の
語
義
は
墨
で
描
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
、『
新
猿
楽
記
』
で
は
絵
所
の
最
上
位
の
作
業
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。「
丹
調
」
は
、
語
句
の
意
味
で
は
、
赤
色
顔
料
で
あ
る
丹
を
調
合
す
る
こ
と
で

あ
る
が
、『
小
右
記
』
で
は
子
供
が
担
当
し
、『
新
猿
楽
記
』
で
も
絵
所
に
お
い
て
最
下
位
の
仕
事
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
絵
画

制
作
の
現
場
で
、
主
任
絵
師
の
指
示
に
従
っ
て
、
丹
そ
の
他
の
顔
料
を
調
合
す
る
作
業
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
「
墨
畫
」
と

「
丹
調
」
に
挟
ま
れ
て
い
る
「
綵
色
淡
作
繪
」
は
、
前
の
『
小
右
記
』
の
記
述
に
よ
り
、
一
語
で
は
な
く
彩
色
と
淡
と
作
絵
と
い
う
三
つ

の
用
語
か
ら
な
り
、
ま
た
、
前
の
『
源
氏
物
語
』﹇
須
磨
﹈
の
行
に
よ
り
、
作
絵
は
具
体
的
な
手
法
は
不
詳
な
が
ら
、
彩
色
の
一
手
法
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

他
方
、
彩
色
の
下
の
淡
は
、
当
時
の
通
例
の
意
味
は
、『
小
右
記
』
永
延
二
年
（
九
八
八
）
二
月
二
七
日
の
条
に
「
今
日
直
物
、
又
可

有
除
目
云
ゝ
、
余
即
罷
出
、
事
依
淡
薄
」
と
あ
る
よ
う
に
、
淡
い
或
い
は
う
す
い
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
絵
画
の
領
域
で

は
、『
宣
和
画
譜
』﹇
第
十
七
巻
﹈
花
鳥
三
・
宋
・
徐
煕
の
項
に
「
今
之
畫
花
者
、
往
往
以
色
暈
淡
而
成
」眥
と
あ
り
、
そ
こ
で
も
色
が
薄

い
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
淡
は
主
任
絵
師
の
指
示
に
従
っ
て
薄
く
彩
色
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
問
題
は
薄
い
彩
色
の
中
身

で
あ
る
が
、
ま
ず
、
作
絵
よ
り
薄
く
彩
色
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
は
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
作
絵
に
つ
い
て
、
一
般
に
、
墨
畫
の
描

い
た
下
図
を
残
さ
な
い
よ
う
に
岩
絵
具
を
厚
塗
り
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
が
眦
、
当
時
、
作
絵
の
「
作
」
と
は
如
何
な
る
意
味
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
〇
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
に
は
「
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
來
て
見
れ
ば
、
は
じ
め
こ
そ
心

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」

二
九



に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
い
ま
は
う
ち
と
け
て
、
て
づ
か
ら
ゐ
が
ひ
と
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
物
に
盛
り
け
る
を
見
て
、
心
う
が
り
て
い
か

ず
な
り
け
り
。」
と
あ
り
、「
つ
く
り
」
と
い
う
語
が
、
女
性
が
化
粧
を
す
る
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
絵
具
を
重
ね
て
厚
塗
り
す

る
作
絵
の
工
程
が
当
時
の
女
性
達
が
厚
化
粧
す
る
過
程
に
似
て
い
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
手
法
で
仕
上
げ
ら
れ
た
絵
画
が
「
作
り
」
絵
と

仮
称
さ
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

作
絵
が
、
絵
絹
の
表
面
か
ら
絵
具
を
厚
塗
り
す
る
彩
色
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
淡
の
手
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
当
時
、
絵
所
で
は
、
淡
は
作
絵
よ
り
上
位
の
作
業
と
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
技
術
的
に
も
作
絵
よ
り
高
度
の
彩
色
方
法
で
あ

る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
当
時
見
ら
れ
る
彩
色
技
法
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
淡
と

は
絵
絹
の
裏
に
彩
色
を
施
し
た
後
、
そ
の
裏
彩
色
を
生
か
す
よ
う
に
絵
絹
の
表
か
ら
は
薄
く
彩
色
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
に
解
し
た
ほ
う
が
、
後
に
見
る
よ
う
に
当
時
の
史
料
の
文
言
と
も
整
合
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
を
確
認
す
る
と
、
作
絵
と
は
十
世
紀
中
頃
、
飛
鳥
部
常
則
や
巨
勢
公
茂
ら
の
絵
所
の
絵
師
に
よ
り
考
案
さ
れ
た

我
が
国
独
特
の
濃
彩
の
彩
色
方
法
で
、
広
義
に
は
作
絵
の
技
法
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
絵
画
も
作
絵
と
称
さ
れ
た
眛
。

二

女
絵

１

成
立
時
期

天
延
二
年
（
九
七
二
）
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、「
助
を
あ
け
く
れ
よ
び
ま
と
は
せ
ば
つ
ね
に
も
の
す
。

女
繪
お
か
し
く
か
き
た
り
け
る
が
あ
り
け
れ
ば
と
り
て
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
て
も
て
き
た
り
。」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
、
女
絵
と
い
う
用

語
が
社
会
で
通
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』﹇
総
角
﹈
に
も
、「
な
ぐ
さ
め
に
御
繪
ど
も
の
あ
ま
た
散
り
た
る
を
見

給
へ
ば
を
か
し
げ
な
る
女
繪
ど
も
の
戀
す
る
男
の
す
さ
び
な
ど
書
き
ま
ぜ
山
里
の
を
か
し
き
家
居
な
ど
心
ゝ
に
世
の
有
樣
か
き
た
る
を
」

と
、
女
絵
と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
。
前
に
も
見
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
が
延
喜
天
暦
の
治
を
準
拠
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
女
絵

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」

三
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と
い
う
用
語
も
十
世
紀
中
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

２

意
義

『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
、
道
綱
が
女
絵
を
懐
に
入
れ
て
持
っ
て
来
た
と
あ
る
の
で
、
そ
の
女
絵
は
巻
子
等
の
小
画
面
の
絵
画
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
「
み
れ
ば
釣
殿
と
お
ぼ
し
き
か
う
ら
に
お
し
か
ゝ
り
て
中
島
の
松
を
ま
ば
り
た
る
女
あ
り
…
ま
た
や
も
め
ず
み
し
た
る
男
の
ふ
み

か
き
さ
し
て
騁
杖
つ
き
て
も
の
を
も
ひ
ま
は
し
た
る
と
こ
ろ
に
…
」
と
、
物
思
い
に
耽
る
男
女
の
姿
が
対
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
男
女

の
恋
愛
を
描
く
物
語
絵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
源
氏
物
語
』﹇
総
角
﹈
で
は
、
女
一
宮
の
居
間
に
た
く
さ
ん
散
ら
ば
っ
て
い
た
絵
の
中
に
、
女
絵
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
女
絵
は
冊
子
等
の
小
画
面
形
式
の
絵
画
で
あ
り
、
そ
の
女
絵
に
は
恋
す
る
男
の
住
ま
い
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
も
男
女
の
恋
愛
を
描
く
物
語
絵
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
我
が
国
の
男
女
の
恋
愛
を
描
く
物
語
絵
が
、
な
ぜ
女
絵
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』﹇
蛍
﹈
に

「
な
が
雨
例
の
年
よ
り
も
い
た
く
し
て
晴
る
ゝ
方
な
く
つ
れ
つ
れ
な
れ
ば
御
方
々
繪
物
語
な
ど
の
す
さ
び
に
て
明
か
し
暮
ら
し
給
ふ
。
明

石
の
御
方
は
さ
や
う
の
こ
と
を
も
よ
し
あ
り
て
し
な
し
給
ひ
て
ひ
め
君
の
御
方
に
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。」
と
あ
り
、
梅
雨
の
時
期
に
六
条

の
院
の
女
君
達
が
、
絵
を
見
な
が
ら
女
房
に
物
語
を
読
ま
せ
た
り
、
他
か
ら
借
り
た
絵
物
語
を
写
し
た
り
、
或
い
は
明
石
の
御
方
の
よ
う

に
自
ら
絵
物
語
を
描
い
た
り
し
て
、
絵
物
語
に
熱
中
し
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
十
世
紀
中
頃
の
貴
族
社
会
で
は
、
貴
族
の
子
女
の
間
で
、
盛
ん
に
物
語
絵
が
描
か
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
但
し
彼
女
達

が
手
す
さ
び
に
描
い
た
物
語
絵
が
、
即
女
絵
を
意
味
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
右
の
場
面
で
紫
式
部
が
女
絵
の
語
を
用
い
ず
、
絵
物
語
と
い

う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
栄
花
物
語
』﹇
こ
ろ
も
の
た
ま
﹈
で
は
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
八
月
二
九
日
に
逝
去
し
た
藤
原

長
家
北
の
方
（
藤
原
斉
信
娘
）
の
忌
中
の
記
述
に
「
年
頃
書
き
集
め
さ
せ
給
け
る
繪
物
語
な
ど
皆
燒
け
に
し
後
去
年
今
年
の
程
に
し
集
め

さ
せ
給
へ
る
も
い
み
じ
う
多
か
り
し
」
と
あ
り
、
画
技
に
優
れ
た
北
の
方
が
、
永
年
描
き
集
め
ら
れ
た
絵
を
、
栄
花
物
語
の
作
者
は
女
絵

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」
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で
は
な
く
絵
物
語
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
、
通
説
は
、
貴
族
の
子
女
が
手
す
さ
び
で
描
い
た
物
語
絵
が
、
女
絵
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
そ
れ
は
「
源
氏
物
語
絵

巻
」（
徳
川
・
五
島
美
術
館
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
作
絵
の
技
法
を
用
い
た
濃
彩
の
絵
画
と
し
て
、
男
絵
と
並
ぶ
倭
絵
の
二
大
様
式
に

な
る
と
解
し
て
き
た
眷
。
仮
に
通
説
の
言
う
よ
う
に
、
女
絵
は
、
当
初
は
貴
族
の
子
女
の
手
す
さ
び
か
ら
始
ま
っ
た
と
解
す
る
と
、『
源

氏
物
語
』﹇
須
磨
﹈
の
行
か
ら
も
、
彼
女
ら
は
作
絵
の
技
法
を
用
い
て
物
語
絵
を
描
い
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
女

ら
の
描
く
女
絵
と
、
後
に
絵
所
の
絵
師
が
作
絵
の
技
法
を
用
い
て
描
い
た
物
語
絵
で
あ
る
女
絵
と
は
、
主
題
を
共
に
物
語
に
求
め
る
と
い

う
こ
と
の
他
、
絵
画
表
現
や
技
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
共
通
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
間
に
絵
画
表
現
や
技
法
に
お
け
る

共
通
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
後
者
は
前
者
の
発
展
形
態
と
は
言
え
な
い
の
で
、
通
説
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ

れ
を
明
確
に
述
べ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
ら
な
い
。

ま
た
女
絵
は
、
十
一
世
紀
後
半
に
は
、
歌
合
に
お
け
る
女
方
和
歌
料
紙
下
絵
を
も
意
味
す
る
に
至
る
眸
。

女
絵
の
概
念
が
、
本
来
の
主
題
の
範
囲
を
超
え
て
拡
大
し
得
た
の
は
、
女
絵
の
概
念
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
主
題
で
は
な

く
、
そ
の
絵
画
表
現
な
い
し
技
法
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
女
絵
は
、
ど
の
よ
う
な
絵
画
表
現
な
い
し
技
法
で
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
紫
式
部
日
記
』
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）

十
月
十
六
日
、
一
条
天
皇
が
道
長
の
土
御
門
第
に
行
幸
さ
れ
る
当
日
の
土
御
門
第
の
有
様
を
綴
っ
た
段
で
は
、「
う
ち
と
け
た
る
を
り
こ

そ
ま
ほ
な
ら
ぬ
か
た
ち
も
う
ち
ま
じ
り
て
見
え
わ
か
れ
け
れ
、
心
を
つ
く
し
て
つ
く
ろ
ひ
化
粧
じ
劣
ら
じ
と
し
た
て
た
る
、
女
絵
の
を
か

し
き
に
い
と
よ
う
似
て
年
の
程
の
お
と
な
び
い
と
わ
か
き
け
ぢ
め
髪
の
す
こ
し
お
と
ろ
へ
た
る
け
し
き
ま
だ
さ
か
り
の
こ
ち
た
き
が
わ
き

ま
へ
ば
か
り
見
わ
た
さ
る
」睇
と
、
女
房
達
が
精
い
っ
ぱ
い
着
飾
り
厚
化
粧
し
て
い
る
た
め
、
年
恰
好
が
ふ
け
た
の
と
ご
く
若
い
の
と
の

差
、
髪
の
毛
が
す
こ
し
落
ち
て
き
た
ぐ
あ
い
と
ま
だ
元
気
で
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
の
別
ぐ
ら
い
が
見
通
せ
る
様
は
、
心
ひ
か
れ
る
女
絵
に

似
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
当
時
の
女
絵
は
、
作
絵
の
技
法
を
用
い
て
濃
彩
の
優
美
な
彩
色
が
施
さ
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」
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る
日
本
の
女
性
も
、
個
体
差
の
乏
し
い
画
一
的
な
面
貌
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

右
の
検
討
に
よ
り
、
女
絵
と
は
十
世
紀
中
頃
、
絵
所
に
お
い
て
、
当
時
考
案
さ
れ
た
作
絵
の
技
法
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
小
画
面
形
式

の
物
語
絵
に
対
し
て
付
さ
れ
た
名
称
で
、
そ
れ
が
女
絵
と
命
名
さ
れ
た
の
は
、
我
が
国
の
物
語
と
り
わ
け
男
女
の
恋
愛
の
場
面
を
絵
画
と

し
て
描
き
始
め
た
の
が
、
そ
も
そ
も
貴
族
の
子
女
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

三

倭
絵

藤
原
行
成
の
日
記
で
あ
る
『
権
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
月
三
十
日
の
条
に
「
自
内
参
西
京
、
書
倭
繪
四
尺
鬟
風
色
帋
形
、
故
常
則

繪
、哥
者
當
時
左
丞
相
以
下
讀
之
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
倭
絵
と
い
う
用
語
の
初
出
と
さ
れ
て
い
る
。
右
の
「
倭
繪
四
尺
鬟
風
」
は
、

当
時
、
既
に
故
人
と
な
っ
て
い
た
飛
鳥
部
常
則
が
描
い
た
も
の
で
、『
権
記
』
の
記
述
と
『
小
右
記
』
長
保
元
年
十
月
二
十
八
日
と
同
三

十
日
の
記
述
を
併
せ
読
む
と
、
こ
の
鬟
風
は
、
道
長
の
娘
彰
子
が
一
条
天
皇
の
女
御
と
し
て
入
内
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
御
料
と
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
道
長
が
愛
蔵
し
て
い
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

飛
鳥
部
常
則
は
、
十
世
紀
中
頃
に
活
躍
し
た
絵
所
の
名
手
で
、
作
絵
の
技
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
ば
か
り
か
、
作
絵
は
彼
を
含
め
て
当

時
の
絵
所
に
お
い
て
考
案
さ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
﹇
絵
合
﹈
は
、
倭
絵
の
絵
画
資
料
と
し
て
よ

く
引
用
さ
れ
る
が
、
彼
は
当
時
の
王
朝
貴
族
達
を
驚
か
す
ほ
ど
の
、
斬
新
で
優
美
な
画
風
の
宇
津
保
物
語
絵
を
描
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
物
語
絵
は
十
世
紀
中
頃
に
は
、
女
絵
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
制
作
し
た
鬟
風

が
、
十
世
紀
末
に
は
我
が
国
の
絵
画
を
意
味
す
る
倭
絵
と
称
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
倭
絵
鬟
風
と
彼
が
十
世
紀
中
頃
に
制
作

し
た
作
絵
鬟
風
は
、
様
式
や
技
法
に
於
て
さ
し
た
る
違
い
は
な
い
と
見
る
の
が
理
に
適
う
。
と
す
れ
ば
、
作
絵
と
倭
絵
の
関
係
は
、
次
の

よ
う
に
な
ろ
う
。

十
世
紀
中
頃
に
当
時
の
絵
所
に
お
い
て
考
案
さ
れ
た
濃
彩
の
彩
色
法
は
、
前
の
『
源
氏
物
語
』﹇
須
磨
﹈
や
﹇
絵
合
﹈
か
ら
窺
わ
れ
る

平
安
時
代
の
「
倭
絵
」
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よ
う
に
、
そ
の
優
美
な
色
彩
が
当
時
の
王
朝
貴
族
達
の
支
持
を
得
、
作
絵
（
狭
義
）
と
称
さ
れ
、
ま
た
、
作
絵
の
彩
色
法
を
用
い
て
制
作

さ
れ
た
絵
画
も
作
絵
（
広
義
）
と
称
さ
れ
、
十
世
紀
後
半
に
は
我
が
国
の
絵
画
と
し
て
貴
族
社
会
で
公
認
さ
れ
る
。
作
絵
（
広
義
）
の
う

ち
、
作
絵
（
狭
義
）
の
技
法
を
用
い
て
我
が
国
の
物
語
を
小
画
面
に
描
く
作
品
は
、
特
に
女
絵
と
呼
ば
れ
た
。

右
の
よ
う
に
、
十
世
紀
後
半
の
貴
族
社
会
で
、
作
絵
（
広
義
）
が
我
が
国
の
絵
画
と
し
て
の
地
位
を
築
き
上
げ
た
結
果
、
十
世
紀
末
に

は
、
こ
の
作
絵
に
対
し
て
新
た
に
倭
絵
と
い
う
称
号
も
与
え
ら
れ
、
以
後
、
作
絵
（
広
義
）
は
公
的
場
面
で
は
倭
絵
（
和
絵
）
と
称
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
作
絵
の
一
部
門
で
あ
っ
た
女
絵
も
、
倭
絵
の
一
部
門
と
な
る
。

第
三
章

倭
絵
の
展
開

倭
絵
が
、
十
世
紀
中
頃
か
ら
平
安
時
代
の
終
わ
る
十
二
世
紀
末
ま
で
、
作
絵
の
技
法
に
よ
る
濃
彩
の
画
風
一
辺
倒
で
な
か
っ
た
こ
と

は
、
久
壽
二
年
（
一
一
五
五
）
十
一
月
の
後
白
河
天
皇
大
嘗
會
に
お
け
る
副
調
度
と
し
て
、
四
尺
五
寸
の
「
泥
和
繪
鬟
風
」
と
「
淡
和
繪

鬟
風
」
の
二
種
類
の
鬟
風
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
『
兵
範
記
』
久
壽
二
年
十
二
月
二
日
の
条
よ
り
知
ら
れ
る
睚
。『
兵
範
記
』
は
後

白
河
院
院
司
を
歴
任
し
た
実
務
官
人
で
あ
る
平
信
範
の
日
記
で
あ
り
、
そ
の
記
事
が
残
っ
て
い
る
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
か
ら
承
安
元

年
（
一
一
七
一
）
に
か
け
て
の
政
治
史
・
制
度
史
の
基
本
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
十
二
世
紀
中
頃
に
は
倭
絵
の
様
式
と
し
て

泥
倭
絵
（
和
繪
）
と
淡
倭
絵
（
和
繪
）
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
鬟
風
は
、
後
白
河
天
皇
の
大
嘗
会
と
い
う
先
例

に
よ
る
拘
束
が
強
い
儀
式
の
副
調
度
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
泥
倭
絵
と
淡
倭
絵
に
分
化
し
た
の
は
、
十
二
世
紀
中

頃
よ
り
相
当
遡
る
と
思
わ
れ
る
が
、
で
は
何
時
頃
の
事
と
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
史
料
を
基
に
考
え
て
み
た
い
。

藤
原
忠
親
の
日
記
で
あ
る
『
山
槐
記
』
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
八
月
二
二
日
の
条
に
、
後
鳥
羽
天
皇
の
大
嘗
會
に
お
け
る
悠
紀
・
主

基
の
大
嘗
会
鬟
風
の
制
作
に
あ
た
り
、
絵
所
の
職
務
分
担
と
し
て
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

平
安
時
代
の
「
倭
絵
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一
通

─
一
通

─

大
嘗
會
悠
紀
所

─
大
嘗
會
主
基
所

─

定
繪
師
�
雑
工
事

─
定
繪
師
�
雑
工
事

─

繪
所

─
繪
所

─

墨
畫

─

墨
畫

─

（
少
脱
カ
）

修
理
進
藤
原
有
宗

─

修
理
少
進
藤
原
有
宗

─

淡

─

淡

─

内
匠
少
允
中
原
光
永

─

藤
原
行
安

─

作
繪

─

作
繪

─

中
原
吉
久

─

藤
原
宗
弘

─

張
手

──

豊
原
永
久

─

右
の
大
嘗
会
で
、
悠
紀
・
主
基
そ
れ
ぞ
れ
に
新
造
さ
れ
る
鬟
風
に
は
、
本
文
鬟
風
の
他
に
倭
絵
（
和
絵
）
鬟
風
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

は
、『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
一
二
月
十
日
の
条
に
「
大
嘗
会
悠
紀
所

注
進
、
御
物
目
�
事
…
御
鬟
風
十
帖
在
青
地
薄
物

袋
二
脚

五
尺
四
帖
本
文
、
四
尺
六
帖
和
繪
」
と
い
う
記
述
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
。

で
は
、
後
鳥
羽
天
皇
の
大
嘗
会
で
は
、
倭
絵
鬟
風
の
制
作
は
ど
の
よ
う
に
分
担
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
山
槐
記
』
に
あ
る
淡
と
作

絵
に
つ
き
、
秋
山
氏
は
「
淡
と
作
絵
と
は
、
製
作
過
程
の
前
後
で
は
な
く
、
二
種
類
の
相
異
な
っ
た
彩
色
法
乃
至
仕
上
げ
法
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
れ
は
別
段
、
本
文
鬟
風
お
よ
び
和
絵
鬟
風
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、
本
文
鬟
風
お
よ
び
和
絵
鬟
風
の
両
方
に
、

技
法
と
し
て
は
淡
絵
の
も
の
と
作
絵
の
も
の
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
十
二
月
二
日
の
条
に
の
せ
ら
れ
た
大
嘗

平
安
時
代
の
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倭
絵
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会
の
副
調
度
の
中
に
、「
四
尺
五
寸
泥
淡
和
絵
鬟
風
四
帖
」
と
あ
る
の
も
、
和
絵
鬟
風
四
帖
の
中
に
泥
絵
と
淡
絵
の
両
種
類
が
存
し
た
こ

と
を
示
す
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。」睨
と
述
べ
ら
れ
る
。

氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
淡
と
作
絵
は
二
種
類
の
相
異
な
っ
た
彩
色
法
乃
至
仕
上
げ
法
な
の
で
あ
る
か
ら
、
泥
倭
絵
鬟
風
は
、
主
任
絵
師

の
墨
畫
と
作
絵
を
担
当
す
る
絵
師
に
よ
り
、
淡
倭
絵
鬟
風
は
主
任
絵
師
で
あ
る
墨
畫
と
淡
を
担
当
す
る
絵
師
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
と
解
す

る
こ
と
に
な
る
。「
淡
と
作
絵
と
は
、
製
作
過
程
の
前
後
で
は
な
く
、
二
種
類
の
相
異
な
っ
た
彩
色
法
乃
至
仕
上
げ
法
」
と
す
る
氏
の
見

解
に
は
、
史
料
的
裏
付
け
が
必
要
に
な
る
が
、
そ
れ
は
前
出
『
新
猿
楽
記
』
お
よ
び
『
小
右
記
』
治
安
三
年
八
月
八
日
と
万
寿
元
年
十
二

月
十
一
日
の
条
の
記
述
を
挙
げ
る
こ
と
で
足
り
よ
う
。

次
に
、
大
嘗
会
で
四
尺
の
倭
絵
鬟
風
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
儀
式
書
で
は
、『
西
宮
記
』
に
は
見
え
ず
、『
北
山
抄
』﹇
大
嘗
会
事
﹈

（
一
〇
一
二
成
立
）
に
「
御
帳
東
西
、
立
四
尺
鬟
風
。
乾
北
艮
三
方
、
立
五
尺
鬟
風
四
帖
」
と
あ
る
の
が
初
見
と
さ
れ
て
い
る
。
大
嘗
会

鬟
風
歌
は
三
条
天
皇
の
時
以
前
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
倭
絵
鬟
風
は
三
条
天
皇
の
大
嘗
会
（
長
和
元
年
﹇
一
〇
一

二
﹈）
の
時
か
ら
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
大
嘗
会
で
悠
紀
・
主
基
鬟
風
と
し
て
四
尺
倭
絵
鬟
風
が
天
皇
の
御
帳
の

東
西
に
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
副
調
度
と
し
て
四
尺
五
寸
の
泥
淡
和
絵
鬟
風
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
三
条
天
皇
の
大
嘗
会
の
時
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
は
現
時
点
で
は
見
あ
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
泥
倭
絵
は
墨
畫
と
作
絵
（
者
）
に
よ
り
、
淡
倭
絵
は
墨
畫
と
淡
（
者
）
に
よ
り
制
作
さ
れ
る
こ
と
が
、
十
二
世
紀
中
頃
の
絵

所
で
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
の
『
山
槐
記
』
や
『
兵
範
記
』
の
記
述
に
よ
り
、
又
墨
畫
・
淡
・
作
絵
と
い
う
階
層
的
職
務
分
担
は
、

そ
れ
よ
り
一
世
紀
以
上
前
の
一
〇
五
二
年
以
前
に
、
既
に
絵
所
で
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
前
の
『
新
猿
楽
記
』
の
記
述
に
よ
り
裏
付

け
ら
れ
る
。
更
に
、
前
の
『
小
右
記
』
治
安
三
年
八
月
八
日
の
条
で
は
、
主
任
絵
師
良
親
と
彩
色
者
光
安
に
よ
り
、
万
寿
元
年
十
二
月
十

一
日
の
条
で
は
、
主
任
絵
師
有
富
と
作
絵
者
に
よ
り
、
小
野
宮
邸
の
障
子
絵
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
の
で
、『
新
猿
楽
記
』
の
「
墨

畫
綵
色
淡
作
繪
」
と
い
う
絵
所
の
職
務
分
担
は
、
遅
く
と
も
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
以
前
に
は
、
定
ま
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
と
す
れ

平
安
時
代
の
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倭
絵
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ば
、
倭
絵
が
泥
倭
絵
と
淡
倭
絵
に
分
化
す
る
の
は
、
十
一
世
紀
第
１
四
半
期
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

十
一
世
紀
の
第
１
四
半
期
に
、
大
嘗
会
の
悠
紀
・
主
基
鬟
風
と
し
て
、
新
た
に
倭
絵
鬟
風
が
追
加
さ
れ
、
又
倭
絵
が
従
来
の
濃
彩
一
辺

倒
の
様
式
か
ら
、
従
来
の
倭
絵
の
様
式
を
継
承
す
る
泥
倭
絵
と
濃
彩
で
な
い
淡
倭
絵
に
分
か
れ
た
と
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
は
倭
絵
の
変

革
期
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
倭
絵
は
十
世
紀
中
頃
に
作
絵
と
い
う
名
称
で
発
生
す
る
が
、
当
時
、
絵
所
に
は
飛

鳥
部
常
則
と
い
う
稀
代
の
名
手
が
出
現
し
、
彼
が
作
絵
と
い
う
技
法
の
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
絵
画
様

式
の
変
革
期
に
は
そ
の
変
革
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
名
手
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
十
一
世
紀
初
頭
の
絵
所
に
は
、
飛
鳥
部
常
則
と

並
ぶ
平
安
時
代
の
名
手
と
し
て
巨
勢
廣
高
（
弘
高
）
が
い
た
。
彼
に
つ
い
て
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
一
は
「
今
ハ
昔
一
条
ノ
院
ノ
御
代
ニ

繪
師
巨
勢
ノ
廣
高
ト
云
フ
者
有
ケ
リ
。
古
ニ
モ
不
耻
ズ
今
モ
肩
ヲ
並
ブ
ル
者
無
シ
。」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
『
今
昔
物
語
集
』

が
編
纂
さ
れ
た
十
二
世
紀
の
中
頃
に
な
っ
て
も
、
巨
勢
廣
高
と
肩
を
並
べ
る
絵
師
は
未
だ
に
出
現
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

判
る
。

匡
房

廣
高
の
画
風
に
つ
い
て
は
、
一
条
兼
良
が
著
し
た
『
花
鳥
余
情
』
巻
二
に
「
雅
兼
鑄
記
云

天
永
元
年
十
二
月
廿
一
日
、
帥
被
語
事

一
々
難
憶
記
、
…
金
岡
疊
山
十
五
重
、
廣
高
五
重
也
。
今
案
、
墨
の
濃
淡
を
も
て
遠
近
の
山
を
あ
ら
は
す
也
」睫
と
あ
り
、
白
河
院
の
近

臣
で
あ
っ
た
源
雅
兼
が
大
江
匡
房
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
金
岡
は
山
を
十
五
も
重
ね
て
描
い
た
が
、
広
貴
は
五
つ
し
か
重
ね
ず
、
墨
の

濃
淡
で
遠
近
を
表
現
し
て
い
た
と
あ
る
。

廣
高
の
作
品
に
は
、
近
景
を
濃
く
遠
景
へ
と
次
第
に
淡
く
刷
く
空
気
遠
近
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
北
宋
以
降

の
山
水
画
で
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
技
法
と
言
わ
れ
て
い
る
睛
。
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
か
ら
始
ま
っ
た
日
宋
貿
易
に
よ
り

我
が
国
に
大
量
の
唐
物
が
舶
載
さ
れ
、
十
一
世
紀
第
１
四
半
期
に
は
宋
代
の
山
水
人
物
画
も
我
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
睥
。
廣
高
は

舶
載
さ
れ
た
宋
代
山
水
画
の
技
法
を
逸
速
く
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
実
践
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
彼
の
代
に
倭
絵
も
泥
倭
絵
と
宋

代
山
水
画
の
技
法
も
採
り
入
れ
た
淡
倭
絵
に
分
化
し
た
と
解
さ
れ
る
。

平
安
時
代
の
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倭
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お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
十
世
紀
中
頃
に
飛
鳥
部
常
則
ら
に
よ
り
作
絵
と
い
う
我
が
国
独
特
の
絵
画
が
考
案
さ
れ
、
そ
の
画
風
が
王
朝
貴
族
達
の
支
持

を
得
た
結
果
、
十
世
紀
末
に
は
我
が
国
の
絵
画
を
意
味
す
る
倭
絵
（
和
絵
）
と
い
う
名
称
を
付
与
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
倭
絵
は
十
一
世

紀
初
頭
に
は
、
北
宋
の
山
水
画
の
技
法
を
採
り
入
れ
た
巨
勢
廣
高
の
功
績
に
よ
り
、
泥
倭
絵
と
淡
倭
絵
に
分
化
し
、
以
後
発
展
を
遂
げ
て

い
っ
た
と
い
う
私
見
に
つ
い
て
、
当
時
の
諸
史
料
を
有
機
的
に
解
釈
し
裏
付
け
る
こ
と
に
努
め
た
。
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
依
然
と
し
て
あ

る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

註盧

秋
山
光
和
『
平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
六
四
）

盪

千
野
香
織
「
や
ま
と
絵
の
形
成
と
そ
の
意
味
」『
芸
術
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
五
巻
（
勁
草
書
房
・
一
九
九
四
）、
佐
野
み
ど
り
「
王
朝
の
美
意
識
と

造
形
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
６
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
五
）、
池
田
忍
「
王
朝
の
『
物
語
絵
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
│
『
女
絵
』
系
物
語
絵
の

成
立
と
展
開
」（
東
京
女
子
大
学
読
史
会
編
『
史
論
』
三
七
号

一
九
八
四
）

蘯

山
内
晋
次
『
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
三
）

盻

千
野
香
織
「
日
本
美
術
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（『
美
術
史
』
一
三
六
冊
・
一
九
九
四
）

眈

森
克
己
『
日
宋
貿
易
の
研
究
』（
国
立
書
院
・
一
九
七
五
）、
前
掲
註
蘯
山
内
書
。

眇

平
安
中
期
以
降
の
史
料
に
現
れ
る
「
唐
絵
」
と
い
う
用
語
の
考
察
は
、
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
が
、
平
安
時
代
の
世
俗
画
の
体
系
に
お
い
て
、
唐

絵
は
倭
絵
と
は
様�

式�

の�

異�

な�

る�

二
大
系
統
の
絵
画
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

寛
和
二
年
（
九
八
六
）
よ
り
宋
王
朝
公
認
の
形
式
で
開
始
さ
れ
た
日
宋
貿
易
に
よ
り
、
大
量
の
唐
物
が
我
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
十

一
世
紀
中
頃
ま
で
右
の
民
間
貿
易
の
我
が
国
の
拠
点
で
あ
っ
た
太
宰
府
鴻
臚
館
跡
か
ら
、
大
量
の
越
州
窯
青
磁
片
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り

裏
付
け
ら
れ
て
い
る
（
亀
井
明
徳
「
日
宋
貿
易
関
係
の
展
開
」『
岩
波
講
座
・
日
本
通
史
６
』
岩
波
書
店
・
一
九
九
五
）。
そ
し
て
、
右
の
舶
載
唐
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物
の
中
に
、
五
代
・
北
宋
の
山
水
人
物
画
や
仏
画
が
含
ま
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
は
、『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
九
月

二
一
日
の
条
に
、
入
宋
僧
寂
照
が
宋
商
人
を
介
し
、
道
長
に
「
天
竺
観
音
一
幅
」
を
贈
っ
た
旨
の
記
述
が
あ
り
、
同
二
年
九
月
一
四
日
の
条
で

は
、
寂
照
が
弟
子
の
念
救
を
介
し
て
、
道
長
に
「
天
台
山
図
」
も
贈
っ
た
旨
の
記
述
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

平
安
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
宮
中
に
お
い
て
は
次
第
に
唐
絵
の
制
作
が
増
加
す
る
が
（
註
盧
秋
山
書
）、
そ
れ
は
王
朝
貴
族
達
の
間
で
、

中
国
文
化
を
理
想
と
し
て
尊
ぶ
風
潮
が
高
ま
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
相
当
数
の
山
水
人
物
画
や
仏
画
、
更
に
は
そ
の
粉
本
が
我
が
国
に
も
た
ら
さ

れ
、
そ
れ
ら
を
基
に
絵
所
で
唐
絵
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

眄

篠
原
昭
二
『
源
氏
物
語
の
論
理
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
二
）

眩
『
宸
筆
御
経
御
八
構
等
略
記
』
大
日
本
史
料

眤

千
野
香
織
氏
は
、
貞
観
年
間
（
八
五
九
〜
八
七
七
）
に
は
平
安
時
代
中
後
期
の
清
涼
殿
の
平
面
が
成
立
し
て
い
た
と
の
前
提
に
立
ち
、
当
時
の
清

涼
殿
で
は
、
天
皇
が
日
中
の
仕
事
を
行
う
昼
御
座
と
い
っ
た
晴
れ
の
性
格
を
も
つ
空
間
と
、
夜
御
殿
・
台
盤
所
と
い
っ
た
褻
の
性
格
を
も
つ
空
間

が
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
晴
れ
の
空
間
で
は
「
唐
絵
」
が
、
褻
の
空
間
で
は
「
倭
絵
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と

さ
れ
る
（
千
野
香
織
「
や
ま
と
絵
の
形
成
と
そ
の
意
味
」（『
芸
術
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
五
巻
）。

し
か
し
、
天
皇
が
日
常
起
居
す
る
常
御
殿
が
仁
寿
殿
か
ら
清
涼
殿
に
な
っ
た
の
は
、
宇
多
天
皇
（
在
位
八
八
七
〜
八
九
七
）
の
時
と
す
る
の

が
、
現
時
の
日
本
史
の
定
説
で
あ
る
（
木
村
茂
光
「
一
〇
世
紀
の
転
換
と
王
朝
国
家
」『
日
本
史
講
座
』
３
・
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
四
）。

そ
の
故
、
千
野
氏
の
見
解
は
現
時
点
で
は
成
り
立
ち
難
い
論
と
言
え
よ
う
。

眞
『
新
猿
楽
記
』
川
口
久
雄
訳
注
（
平
凡
社
・
一
九
八
三
）

眥
『
画
史
叢
書
二
』（
上
海
人
民
美
術
出
版
社
・
一
九
六
一
）

眦

藤
田
経
世
・
秋
山
光
和
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
五
七
）

眛

広
義
の
作
絵
の
用
例
と
し
て
、『
小
右
記
』
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
一
一
月
一
九
日
の
条
の
「
五
尺
鬟
風
作
絵
了
」
と
い
う
記
述
を
挙
げ
て
お

く
。

眷

源
豊
宗
『
大
和
絵
の
研
究
』（
角
川
書
店
・
一
九
七
六
）

眸
「
次
立
左
文
臺
等
於
同
北
間
、
…
其
中
置
和
歌
葉
紙
十
帖
。
画
叶
題
目
之
春
絵
。
但
女
絵
相
加
之
。」（
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
四
月
三
〇
日

「
皇
后
宮
寛
子
春
秋
歌
合
」『
廿
巻
本
歌
合
巻
所
収
の
証
本
』）

睇

萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
註
釈
（
上
）』（
角
川
書
店
・
一
九
七
一
）

平
安
時
代
の
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倭
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睚
「
天
晴
、
大
嘗
會
御
調
度
、
今
日
可
持
參
關
白
殿
下
、
…
依
仰
、
副
調
度
別
置
南
對
弘
庇
、
…
四
尺
五
寸
泥
淡
和
繪
鬟
風
四
帖
」
増
補
史
料
大
成

睨

前
掲
註
盧
秋
山
書

睫

阪
本
龍
門
文
庫

睛

鈴
木
敬
「
日
本
の
山
水
画
―
中
国
画
の
受
容
と
拒
否
―
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
三
一
三
号
・
一
九
七
七
）

睥

註
眇
参
照
。

＊
本
稿
で
引
用
す
る
『
源
氏
物
語
』『
古
今
著
聞
集
』『
伊
勢
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』『
今
昔
物
語
集
』
は
岩
波
古
典
文
学
体
系
、『
御
堂
関
白
記
』『
小
右

記
』
は
大
日
本
古
記
録
、『
権
記
』『
山
槐
記
』
は
増
補
史
料
大
成
、『
北
山
抄
』
は
神
道
大
系
に
拠
る
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│

平
安
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